
令和 2 年４月３０日 ひだまり保育園 

 

新型コロナウィルス感染症の対応について 

 

保護者の皆さまには、いつも園運営にご協力くださっていることに深く感謝申し上げます。 

大東市の臨時休園延長を受けて、ひだまり保育園においても 5 月１０日(日)まで同様の措置をとる

こととします。今までにない状況に、心穏やかでない日々が続いていると思いますが、お子さまの

安全第一に保育を進めて参りますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします 

一日でも早く、平常の保育が再開できるよう、祈っております。 

皆様と共に、気を緩めることなく新型コロナウィルスの拡大防止に努めてまいりたいと思います。 

引き続き、下記のとおりに対応いたします。 

記 

１．登園前に必ず検温・健康観察を行い、体温を連絡ノートに記入してください。また、登園後も

検温を行い「体温記入表」に記入してください。 

２．37.5℃以上の発熱や呼吸器症状(せき・鼻水・息苦しさ)等の症状がみられる時は、登園を控え

てください。保育中に 37.5℃の発熱があった時は、速やかにお迎えにきてください。 

３．37.5℃以上の熱がある場合は、解熱後 24 時間が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまで 

登園を自粛してください。 

４．送迎時施設に入られたら、手指の消毒を行ってください。玄関に消毒液を設置しています。 

  また、保護者の方におかれましては、送迎時のマスク着用についても協力をお願いします。 

裏面に続く 



５．お仕事がお休みの時やご都合がつく方は、ご家庭での保育をお願いします。 

  症状がなくても、登園させることに不安を感じたら、保護者の方の判断でお休みをしてくださ

い。 

 

保育園では、これまでも実施していますが、手洗い、アルコール消毒の励行に努めます。 

 保育室の温度・湿度管理・換気を行います。 

職員につきましても、出勤後の体温計測を実施し、37.5℃以上の発熱やだるさ(倦怠感)、息苦

しさ(呼吸困難)の症状や風邪症状が認められる場合には、出勤しない事を徹底いたします。 

また、マスクの着用、手洗いや咳エチケット、消毒など、感染予防を徹底いたします。 

 

また、行事については、延期もしくは中止の対応をとらせていただきます。 

 

 保育園において、新型コロナウィルス感染症の陽性が確認された場合は原則 2 週間の完全休園と

なります。利用申出書を提出されてるお子さまについても利用はできません。また、感染者の行動

履歴や感染者の発生状況等を勘案し、臨時休園となる場合もあります。 

 

同居の家族に新型コロナウィルス感染症の濃厚接触者と確認された場合は、お子さまの登園を控え

てください。 

 

今後、国・大阪府・大東市から、本件について要請があると思われます。それまでの間、本通知 

の対応を行うこととします。 


